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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】決まった位置に定置させておくのに有利な自立
式フセンを提案する。
【解決手段】第１方向Ｘの両端に基端Ｅ１及び先端Ｅ２
を有するシート材２を有し、このシート材のうちの基端
寄りの部分を基部６、残りの部分をシート材本体４とし
、これら基部６及びシート材本体４の境界Ｂより当該境
界上に両端１２ａを位置させて基部６側へ切り込む略凹
字形の切割り線１２を形成し、前記基部６のうち切割り
線１２の外側の部分を第１脚部１４とし、切割り線１２
及び境界Ｂで囲まれる部分を第２脚部１６とし、かつ前
記第１脚部１４はターゲット面へ貼着可能な貼着層を有
し、シート材２の裏側へ第１脚部１４を折り曲げて前記
粘着層を介してターゲット面へ貼着した状態で、前記第
２脚部１６が折り曲げ箇所に対して第１脚部１４と反対
側へ突き出してターゲット面と当接することにより、シ
ート材２の自立を可能とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲット面に対して自立可能なフセンであって、
　第１方向(Ｘ)の両端に基端(Ｅ１)及び先端(Ｅ２)を有するとともに少なくとも表面にメ
モを記載可能なシート材(２)を有し、
　このシート材のうちの基端寄りの部分を基部(６)、残りの部分をシート材本体(４)とし
、
　これら基部(６)及びシート材本体(４)の境界(Ｂ)より当該境界上に両端(１２ａ)を位置
させて基部(６)側へ切り込む略凹字形の切割り線(１２)を形成し、
　前記基部(６)のうち切割り線(１２)の外側の部分を第１脚部(１４)とし、切割り線(１
２)及び境界(Ｂ)で囲まれる部分を第２脚部(１６)とし、
　かつ前記第１脚部(１４)はターゲット面へ貼着可能な貼着層(Ｌ３)を有し、
　シート材(２)の裏側へ第１脚部(１４)を折り曲げて前記粘着層(Ｌ３)を介してターゲッ
ト面へ貼着した状態で、前記第２脚部(１６)が折り曲げ箇所に対して第１脚部(１４)と反
対側へ突き出してターゲット面(Ｔ)と当接することにより、シート材(２)の自立を可能と
するように構成したことを特徴とする、自立式フセン。
【請求項２】
　前記境界(Ｂ)より切割り線(１２)の両端(１２ａ)の間以外の部分を弱化線(１０)とした
ことを特徴とする、請求項１に記載の自立式フセン。
【請求項３】
　前記シート材(２)を少なくとも第１層(Ｌ１)及び第２層(Ｌ２)で形成するとともに、こ
の第２層(Ｌ２)が当該第１層の裏面の全体又は前記境界(Ｂ)の両側に亘る一部を覆ってお
り、前記切割り線(１２)の穿設箇所では全部の層を切断し、前記弱化線(１０)の形成箇所
では２層のうちの一層を切断してなることを特徴とする、請求項２に記載の自立式フセン
。
【請求項４】
　前記基部(６)において第１層(Ｌ１)及び第２層(Ｌ２)の間に貼着層(Ｌ３)を形成し、第
１脚部(１４)の第１層部分を剥離させることにより貼着層(Ｌ３)をターゲット面(Ｔ)に貼
着させることが可能に構成したことを特徴とする、請求項３に記載の自立式フセン。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自立式フセンに関する。自立式フセンは、例えばメモスタンドとして用いる
ことができる態様を含むものとする。
【背景技術】
【０００２】
　従来、紙などのシート材で簡易に作製できるメモスタンド（名刺立て）として、特許文
献１の図１に示すものが知られている。
　このメモスタンドは、一枚の矩形の紙片を二つ折りにして、折目を境に一半部及び他半
部を区分し、一方半部に、周囲の一部を連結箇所として残して切断された切片を設け、他
方半部に差込用のスリットを設けてなる。前記連結箇所で折ることで一方半部の輪郭から
他方半部側へ切片を引き出し、この切片の先端部を前記スリット内に掛け留めすることに
より、一方半部及び他方半部が側方から見て逆Ｖ字形の状態で固定され、スタンドとして
の機能が発揮される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１１３８１７
【特許文献２】特開２０１２－０８１６５４
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のスタンドは、紙などで形成される簡易な構成で自立機能を実現できるが、
軽量であるために、例えば窓から風が吹き込んだり、他物と触れるなどして、利用者が置
いた位置からずれてしまう可能性がある。
　また前述の一方半部から切片を引き出して他方半部の差し込み用スリッドに差し込むこ
とが必要であるが、手先が器用でない幼児や高齢者、或いは視力が弱く差し込み用スリッ
トの位置を視認しにくい利用者などにとっては、使い勝手がよくないことがある。
　メモを残して定位置に設置できるアイテムとして、紙片の表面をメモ面とし、裏面の一
部に粘着部を有するフセンがある（特許文献２）。
　本出願人は、従来のフセンの延長として、シートに工夫を加えることで、自立式のフセ
ンを作成することを着想し、これにより、定置性があり、使い勝手の良いスタンドその他
自立式のアイテムが得られるのではないかと思料した。
【０００５】
　本発明の第１の目的は、決まった位置に定置させておくのに有利な自立式フセンを提案
することである。
　本発明の第２の目的は、ターゲット面への設置作業が容易な自立式フセンを提案するこ
とである。
　本発明の第３の目的は、ターゲット面への設置方法についての説明がなくても比較的容
易に自立させることが可能な自立式フセンを提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の手段は、ターゲット面に対して自立可能なフセンであって、
　主方向Ｘの両端に基端Ｅ１及び先端Ｅ２を有するとともに少なくとも表面にメモを記載
可能なシート材２を有し、
　このシート材のうちの基端寄りの部分を基部６、残りの部分をシート材本体４とし、
　これら基部６及びシート材本体４の境界Ｂより当該境界上に両端１２ａを位置させて基
部６側へ切り込む略凹字形の切割り線１２を形成し、
　前記基部６のうち切割り線１２の外側の部分を第１脚部１４とし、切割り線１２及び境
界Ｂで囲まれる部分を第２脚部１６とし、
　かつ前記第１脚部１４はターゲット面へ貼着可能な貼着層Ｌ３を有し、
　シート材２の裏側へ第１脚部１４を折り曲げて前記粘着層Ｌ３を介してターゲット面へ
貼着した状態で、前記第２脚部１６が折り曲げ箇所に対して第１脚部１４と反対側へ突き
出してターゲット面Ｔと当接することにより、シート材２の自立を可能とするように構成
している
【０００７】
　本手段では、図１に示すシート材２の基部６と残りの部分であるシート材本体４との境
界Ｂより、基部６に切り込む略凹字形の切割り線１２を設けることを提案している。基部
６のうち切割り線の外側の部分を第１脚部１４とし、切割り線１２と境界Ｂとに囲まれる
部分を第２脚部１６とし、第１脚部１４を裏側へ折り曲げてターゲット面Ｔへ貼着させた
ときに、折り曲げ箇所に対して第２脚部１６が反対側へ突き出て、ターゲット面に突き当
たり、シート材２の自立状態を維持するように形成している。
【０００８】
　「シート材」は、その全体が単層のものであるもののほか、全体の一部が複層であるも
の（図３参照）、全体が複層のもの（図５参照）を含む。
　「境界」とは、折り曲げ線や弱化線などの目に見える構造である必要はなく、仮想線で
あっても構わない。境界は、第１方向Ｘと直交する第２方向Ｙに延びている。
　「略凹字形の」とは、切割り線１２の両端間の境界部分との間で第２脚部１６を区画で
きればよく、Ｕ字形でもＶ字形でも構わない。
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　「屈曲」とは、ターゲット面に貼着された状態でシート本体が倒伏することに対する抵
抗力を損なわない範囲でシート本体に対して第１脚部を屈折させることを含む。
　「貼着」とは、本明細書において「接着」及び「粘着」のいずれをも含むものとする。
【０００９】
　第２の手段は、第１の手段を有し、かつ
　前記境界Ｂより切割り線１２の両端１２ａの間以外の部分を弱化線１０とした。
【００１０】
　本手段では、前記境界Ｂより切割り線１２の両端１２ａの間以外の部分を弱化線１０と
している。弱化線とは、切割り線のように当該箇所が切り離されてはいないが、連結強度
が弱い部位をいうものとする。これにより、正しい箇所で第１脚部１４を折り曲げること
ができ、弱化線の箇所で折り曲げると、直ちに使用できるので、利用者が使い方を理解で
きないということが生じ難い。
【００１１】
　第３の手段は、第２の手段を有し、かつ
　前記シート材２を少なくとも第１層Ｌ１及び第２層Ｌ２で形成するとともに、この第２
層Ｌ２が当該第１層の裏面の全体又は前記境界Ｂの両側に亘る一部を覆っており、前記切
割り線１２の穿設箇所では全部の層を切断し、前記弱化線１０の形成箇所では２層のうち
の一層を切断してなる。
【００１２】
　本手段では、シート材２を少なくとも第１層Ｌ１及び第２層Ｌ２で形成している。第２
層Ｌ２は、図５に示すように第１層Ｌ１の裏面全体を覆ってもよいが、図３に示す如く、
第１層の裏面のうち前記境界Ｂの両側に亘る一部のみを覆うように形成すると、材料を節
約できて有利である。そして本手段では、各層への切断の有無により切割り線１２と弱化
線１０とを区別しており、これにより、簡易な構成で切割り線１２及び弱化線１０の機能
をそれぞれ実現できる。「少なくとも」とは第１層及び第２層の間に例えば後述の粘着層
を有する構造を排除しない意図である。
【００１３】
　第４の手段は、第３の手段を有し、かつ
　前記基部６において第１層Ｌ１及び第２層Ｌ２の間に貼着層Ｌ３を形成し、第１脚部１
４の第１層部分を剥離させることにより貼着層Ｌ３をターゲット面Ｔに貼着させることが
可能に構成した。
【００１４】
　本手段では、第１層Ｌ１及び第２層Ｌ２の間に貼着層Ｌ３を形成し、第１脚部１４の第
１層部分を剥離させることにより貼着層Ｌ３をターゲット面Ｔに貼着できることとしたか
ら、粘着層Ｌ３を保護できるとともに、第１脚部１４の第１層部分を剥離してから、粘着
層Ｌ３が下向きになるように第１脚部１４を折り曲げ、ターゲット面に貼り付ければ自立
可能な状態になるから、およそ使い道が利用者に理解できないということが生じにくい。
【発明の効果】
【００１５】
　第１の手段によれば、貼着式で自立可能なフセンであるから、決まった位置に定置させ
ておくのに有利であり、置いた場所が分からなくなる不具合を生じにくい。
　またシート材２の基部６及びシート材本体４の境界Ｂより当該境界上に両端１２ａを位
置させて基部６側へ切り込む略凹字形の切割り線１２を形成するとともに、基部６のうち
切割り線１２の外側の部分を第１脚部１４とし、切割り線１２及び境界Ｂで囲まれる部分
を第２脚部１６とし、シート材２の裏側へ第１脚部１４を折り曲げて当該第１脚部１４が
有する粘着層Ｌ３を介してターゲット面へ貼着した状態で、前記第２脚部１６が折り曲げ
箇所に対して第１脚部１４と反対側へ突き出してターゲット面Ｔと当接することにより、
シート材２の自立を可能とするように構成したから、フセンの自立機能が的確に実現でき
る。
　第２の手段に係る発明によれば、前記境界Ｂより切割り線１２の両端１２ａの間以外の
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部分を弱化線１０としたから、シート材２を弱化線１０で折り曲げて第１脚部１４と反対
側へ第２脚部１６を突き出すことを確実に実現できる。
　第３の手段に係る発明によれば、前記シート材２を少なくとも第１層Ｌ１及び第２層Ｌ
２で形成するとともに、この第２層Ｌ２が当該第１層の裏面の全体又は前記境界Ｂの両側
に亘る一部を覆っており、前記切割り線１２の穿設箇所では全部の層を切断し、前記弱化
線１０の形成箇所では２層のうちの一層を切断してなるから、切割り線１２及び弱化線１
０を有するシート材２の構造を確実に実現できる。
　第４の手段に係る発明によれば、第１脚部１４の第１層部分を剥離させると、粘着層Ｌ
３が現れるから、そこをターゲット面に貼着させればよいことが一見して判り、貼着面が
下向きになる第１脚部１４を折り曲げると、自然と第２脚部１６が反対側へ突き出る状態
となるから、詳しい説明が無くても使用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る自立式フセンの表面図である。
【図２】図１の自立式フセンのＩＩ方向の断面図である。
【図３】図１の自立式フセンのＩＩＩ方向の断面図である。
【図４】図１の自立式フセンのＩＶ方向の断面図である。
【図５】図３の自立式フセンの変形例を同じ方向から見た断面図である。
【図６】図１の自立式フセンの使用状態の説明図である。
【図７】図６の使用状態の説明図の一部を拡大した図である。
【図８】図１の自立式フセンの使用状態を示す斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図１から図８は、本発明の第１実施形態に係る自立式フセンを示しており、当該自立式
フセンは、ターゲット面Ｔに対して自立可能に形成されている（図６～図８参照）。
　自立式フセンは、シート材２を含む。シート材は、例えば上質紙のような紙類又は合成
樹脂で形成することができる。本明細書において「シート」というときにはフィルムを含
むものとする。
【００１８】
　シート材２は、第１方向Ｘの両端に基端Ｅ１及び先端Ｅ２を有し、少なくとも表面を、
メモを記載することが可能なメモ面としている。図示例のシート材は長方形に形成されて
いるが、その形状は適宜変更することができる。
【００１９】
　シート材２は、基端Ｅ１寄りの部分である基部６と、残りの部分であるシート材本体４
とを含む。
　シート材２は、図３に示すように、少なくとも第１層Ｌ１と、当該第１層の裏面の一部
（図示例では基部及び境界Ｂを超えて基部と隣接する部分）を覆う第２層Ｌ２からなる。
これら第１層Ｌ１と第２層Ｌ２との間に粘着層Ｌ３を介在させてなる。
　第１層Ｌ１として好適な材料の一例は上質紙であり、厚みは例えば０．１ｍｍ程度とす
ることができる。第２層として好適な材料の一例はＰＥＴであり、厚みは例えば０．０５
ｍｍとすることができる。
　前記基部６６及びシート材本体４との境界Ｂは、第１方向Ｘと直交する第２方向Ｙに延
びる。
　前記境界Ｂからは、境界上に両端１２ａを配置して基部６側へ切り込む略凹字形の切割
り線１２を設けている。切割り線１２は、第１層Ｌ１と粘着層Ｌ３と第２層Ｌ２とを切断
するフルカット仕様としている。
　基部６のうち切割り線１２の外側の部分は第１脚部１４とし、切割り線１２と境界Ｂと
で囲まれる部分は第２脚部１６としている。図示例では、第２脚部１６の形状は、第２方
向へ細長い帯状であるが、その形状は適宜変更することができる。
　境界Ｂのうち切割り線１２の両端１２ａより外側にある部分は、弱化線１０に形成して



(6) JP 2019-10774 A 2019.1.24

10

20

いる。本実施形態の弱化線１０は、シート材２の第１層Ｌ１のみを切断するハーフカット
仕様としている。もっともこの構造は適宜変更することができる。
　図５は、シート材２の変形例を示すものであり、第１層の裏面全体に第２層を貼着した
構成としている。本発明の技術的範囲には、シート材をこの様に構成したものも含まれる
が、同図の例に比べて、前述の図１のものは次のような利点がある。
（１）シートの材料を節減することができ、廉価に製造できる。
（２）シート本体４の重量が小さくなり、図８に示す自立状態でシート本体４が自重によ
って曲がってしまうという不都合を回避できる。
　前記構成において、本発明の自立式フセンを使用するときには、前記第１脚部１４の第
１層部分を剥離させて、粘着層Ｌ３が下を向くように第１脚部１４を裏側へ折り曲げれば
よい。そうすると、折り曲げ箇所に対して第２脚部１６が反対側へ突き出す。そうして第
１脚部１４を粘着層Ｌ３を介してターゲット面Ｔに貼着させると、第２脚部１６がターゲ
ット面Ｔにつき上がり、これがつっかえ棒の役目を果たして、シート材の自立状態を維持
する。
【符号の説明】
【００２０】
　２…シート材　４…シート材本体　６…基部　８…境界　１０…弱化線
　１２…切割り線　１２ａ…両端部
　１４…第１脚部　１６…第２脚部　
　Ｅ１…基端　Ｅ２…先端　Ｌ１…第１層　Ｌ２…第２層　Ｌ３…貼着層（粘着層）
　Ｔ…ターゲット面　Ｘ…第１方向　Ｙ…第２方向
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